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市
で
は
、市
政
へ
の
信
頼
性
と
透
明
性
を
高
め
、皆
さ
ん
に
も
っ
と

市
政
に
参
加
し
て
い
た
だ
く
た
め
、情
報
公
開
を
進
め
て
い
ま
す
。ま

た
、個
人
情
報
保
護
制
度
に
基
づ
き
、個
人
の
権
利
利
益
の
保
護
を
図

り
な
が
ら
、市
政
の
公
正
で
適
正
な
運
営
を
推
進
し
て
い
ま
す
。
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■情報公開制度
　■開示請求
�����������
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　■請求に対する開示の決定
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■個人情報保護制度
　■開示請求
����������
　■請求に対する開示の決定
������������������

平成17年度の実施状況

　

皆
さ
ん
の
請
求
に
基
づ
き
、行
政
文

書
や
市
の
保
有
す
る
個
人
情
報
を
公
開

し
ま
す
。　
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報
保
護
制
度
の
対
象
と
な
る
市

　
　
　

の
機
関
。市
長
部
局
や
教
育
委

　
　
　

員
会
、選
挙
管
理
委
員
会
、監
査

　
　
　

委
員
、農
業
委
員
会
、固
定
資
産

　
　
　

評
価
審
査
委
員
会
、水
道
事
業

　
　
　

所
、消
防
、議
会
の
こ
と
で
す

■
開
示
請
求
が
で
き
る
の
は

　

◇
行
政
文
書　

花
巻
市
情
報
公
開
条

　
　
　

例
に
基
づ
い
て
い
れ
ば
ど
な
た

　
　
　

で
も
請
求
で
き
ま
す

　

◇
個
人
情
報　

市
で
保
有
す
る
個
人

　
　
　

情
報
の
本
人
が
請
求
で
き
ま
す

■
窓
口
は

　
　

行
政
情
報
セ
ン
タ
ー（
本
庁
分
室

　

１
階
）、ま
た
は
行
政
情
報
サ
ブ
セ
ン

　

タ
ー（
各
総
合
支
所
地
域
振
興
課
）で

　

開
示
請
求
で
き
ま
す
。こ
の
ほ
か
同

　

セ
ン
タ
ー
で
は
、行
政
資
料
の
提
供

　

や
情
報
公
開
の
相
談
・
案
内
も
し
て

　

い
ま
す
の
で
お
気
軽
に
ご
利
用
く
だ

■
情
報
公
開
制
度
と
は

　
　

市
政
に
関
す
る
情
報（
公
文
書
な

　

ど
）を
公
開
す
る
制
度

■
個
人
情
報
保
護
制
度
と
は

　
　

市
の
保
有
す
る
個
人
情
報
を
適
正

　

に
取
り
扱
う
た
め
、自
身
に
関
す
る

　

情
報
に
つ
い
て
開
示
を
請
求
し
た
り
、

　

誤
り
が
あ
る
場
合
に
訂
正
を
請
求
し

　

た
り
す
る
こ
と
の
で
き
る
制
度

　

原
則
と
し
て
請
求
さ
れ
た
内
容
は
公

開
し
ま
す
が
、行
政
文
書
の
中
に
個
人

情
報
や
公
益
を
損
な
う
も
の
が
含
ま
れ

て
い
る
場
合
は
公
開
し
ま
せ
ん
。ま
た
、

個
人
情
報
に
つ
い
て
は
、請
求
者
や
第

三
者
の
権
利
利
益
を
害
す
る
場
合
な
ど

は
公
開
し
ま
せ
ん（
一
部
を
除
い
て
公

開
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
）。

■
行
政
文
書
と
は

　
　

実
施
機
関（
※
）の
職
員
が
職
務
の

　

た
め
に
作
成
し
た
り
、受
け
取
っ
た

　

り
し
た
文
書
や
図
面
な
ど
で
決
裁
が

　

終
了
し
、実
施
機
関
で
管
理
・
保
有
し

　

て
い
る
も
の

■
個
人
情
報
と
は

　
　

実
施
機
関（
※
）が
保
有
す
る
個
人

　

に
つ
い
て
の
情
報
で
、氏
名
、生
年
月

　

日
な
ど
の
記
述
に
よ
り
特
定
の
個
人

　

を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

　

※
実
施
機
関　

情
報
公
開
・
個
人
情

　

さ
い

■
開
示
ま
で
の
流
れ
は

　
　

皆
さ
ん
か
ら
の
情
報
開
示
請
求 

　

書
を
受
理
し
た
日
か
ら
起
算
し
て　
15

　

日
以
内
に
開
示
・
非
開
示
を
決
定
し
、

　

請
求
者
に
通
知
し
ま
す
。情
報
開
示

　

の
決
定
通
知
を
受
け
る
と
、請
求
し

　

た
文
書
な
ど
を
行
政
情
報
セ
ン
タ
ー
、

　

ま
た
は
行
政
情
報
サ
ブ
セ
ン
タ
ー
で

　

閲
覧
で
き
ま
す
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市
が
作
成
ま
た
は
取
得
し
た
行
政
資

料（
市
勢
要
覧
、市
議
会
会
議
録
、官
報

な
ど
）を
自
由
に
閲
覧
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。閲
覧
は
無
料
で
す
。
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  問い合わせ
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べ
て
。ま
た
、２
階
以
上
に
寝
室
が

　
　

あ
る
と
き
は
、そ
の
階
の
階
段
上
部

　

②
７
平
方
㍍（
４
畳
半
）以
上
の
居
室

　
　

が
５
部
屋
以
上
あ
る
階
の
廊
下
ま

　
　

た
は
階
段
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火
災
警
報
器
に
は
煙
感
知
式
と
熱
感

知
式
が
あ
り
ま
す
。設
置
す
る
場
所
に

よ
り
選
ん
で
く
だ
さ
い（
寝
室
・
居
間
…

煙
感
知
、台
所
…
熱
感
知
）。

　

ま
た
、乾
電
池
タ
イ
プ
の
火
災
警
報

器
は
、自
分
で
天
井
や
壁
に
簡
単
に
取

り
付
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。　

　

住
宅
火
災
に
よ
る
死
者
は
増
加
し
続

け
て
い
ま
す
。昨
年
、全
国
で
住
宅
火
災

で
焼
死
し
た
人
は
１
２
２
０
人
。花
巻

市
内
で
も
１
人
が
亡
く
な
り
ま
し
た
。

　

焼
死
者
の
半
数
以
上
は
高
齢
者
で

す
。ま
た
、就
寝
中
、火
災
発
生
に
気
付

か
な
い
ま
ま
逃
げ
遅
れ
る
方
も
多
く
、

火
災
を
早
く
発
見
で
き
る
か
ど
う
か

が
、犠
牲
者
を
減
ら
す
た
め
の
大
き
な

鍵
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

火
災
警
報
器
は
、初
期
消
火
と
早
期

避
難
を
可
能
に
す
る
機
器
。既
存
住
宅

へ
の
設
置
期
限
ま
で
は
ま
だ
間
が
あ
り

ま
す
が
、自
分
や
家
族
の
大
切
な
命
を

守
る
た
め
、早
い
時
期
に
取
り
付
け
ま

し
ょ
う
。

　

改
正
消
防
法
で
は
、就
寝
中
に
逃
げ

遅
れ
る
方
を
な
く
す
た
め
、す
べ
て
の

寝
室
に
火
災
警
報
器
の
設
置
を
義
務
付

け
ま
し
た
。そ
の
ほ
か
、設
置
に
は
次
の

こ
と
に
気
を
付
け
て
く
だ
さ
い
。
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一
戸
建
て
住
宅
や
共
同
住
宅
、ア

　

パ
ー
ト
な
ど
で
自
動
火
災
報
知
設
備

　

の
設
置
義
務
が
な
い
住
宅
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①
寝
室
と
し
て
使
っ
て
い
る
部
屋
す

　「もっと早く火事に気付いていたら…」。住宅火
災で犠牲になる方の約７割は、逃げ遅れが原因で
す。急増する住宅火災の犠牲者をこれ以上増やさ
ないため、消防法を改正し、すべての住宅に「住宅
用火災警報器」の設置が義務付けられました。
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　市の補助を活用し、木造住宅の耐震診断が
一定額で受けられる制度です。地震に備え住
宅の耐震診断を受けましょう。
�診断方法　簡易耐震診断
�対象住宅　次の要件を満たす市内木造住宅
　　●昭和56年５月31日以前の建築基準法で建築
　　●居住部分を有する２階建て以下の一戸
　　　建住宅
　　●在来の軸組工法で建築
�募集棟数　50棟（先着順）
�個人負担額　3,000円（税込み）
�申込期限　８月31日（木）
　本庁防災企画課（花巻市消防署内）または各
総合支所地域振興課に備え付けの申込用紙に
記入し、同課へ
※診断士は、市木造住宅耐震診断士登録証を
　携帯しています

もしものときに備えて…
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■問い合わせ
　　本庁防災企画課（�内線374）、各総合
支　　所地域振興課（大迫�内線211、石鳥
谷　　�内線207、東和�内線205）
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■問い合わせ
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